
 
弊社における新型コロナウィルス対策に関して 

 
令和２年４月８日 

 
令和２年４月７日に発令された緊急事態宣言を受け、弊社としては以下

の対応を取らせて頂きます。お客様にはご不便をかけることとなりますが、

ご理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

営業時間の変更 

当面の間、営業時間を 10：00～19：00 とし、時差出勤対応を行います。 

 

在宅勤務・テレワークの実施 

業務上対応可能な社員に関しては在宅勤務・テレワークを実施します。 

 

打合せ時の対応 

社員にマスクと除菌剤（SEGRICO）を提供し、除菌剤（SEGRICO）噴霧済みの

マスク着用を徹底し、且つ、３名以上での打合せの場合は除菌剤（SEGRICO）

を空間噴霧します。 

 

通勤時等外出時の対応 

外出時等にはマスクに除菌剤（SEGRICO）を噴霧し、より一層感染防御及び

感染拡大防止に努めます。 

 

以上となります。 


